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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

５１

規

則

○
東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
文
書
課
）…
一

○
東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
会
計
管
理
局
管
理
部
公
金
管
理
課
）…
一

訓

令

○
東
京
都
都
税
総
合
事
務
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
調
査
課
）…
一

規

則

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
号

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一

四
の
部
１３
の
２
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
及
び
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
を
「
自
動

車
税
」
に
改
め
、
同
部
１３
の
３
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
」
を
「
自
動
車

税
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
」
に
改
め
、
同
表
三
十
の
五
の
部
５０
の
６
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
及

び
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
表
三
十
の
六
の
部
５０
の
１０
の
項
中
「
自
動

車
税
種
別
割
及
び
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
部
５０
の
１１
の
項
中
「
自
動

車
税
種
別
割
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
」
を
「
自
動
車
税
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
」
に
改
め
、
同
表

三
十
の
七
の
部
５０
の
１２
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
号

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

付
則
第
七
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
百
四
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
会
計
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
号

総

務

局

財

務

局

主

税

局

都
税
総
合
事
務
セ
ン
タ
ー

東
京
都
都
税
総
合
事
務
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
（
平
成
十
九
年
東
京
都
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
の
表
自
動
車
税
課
の
項
第
二
号
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
総
合
事
務
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
の
規
定
中
自
動
車
税
に

関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま

で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
総
合
事
務
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前
の
軽
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ

い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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